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自動車利用の進展とともに多くの乗合バス事業が不採算となる中で，市民生活に必要な公共交通サービ

スを自治体が提供するケースが増えている．その際，地域間の公平性に配慮した計画づくりが重要である

が，公平性を反映した計画評価の指標は整備されていない． 

本研究は，活動機会の公平性という視点から公共交通計画を評価する指標を提案するとともに，ケース

スタディを通じ，その指標を用いて過疎地域のバスダイヤを設定する手法を実証的に示した． 

 

キーワード：公共交通計画，活動機会の保障，生活交通サービス，計画評価 

 

 

1. はじめに 

 

 世帯における自動車の保有が進展し，日常生活のあら

ゆる面で自動車が利用されるようになった．それととも

に公共交通の利用者は減尐し，乗合バス事業は採算のと

れない事業となってきた．しかし，自動車を利用できな

い人にとって公共交通は日常生活に必要不可欠な交通手

段であり，多くの自治体で補助金を支出して，生活に必

要な公共交通サービスの維持や運営に努めている．  

 一方で，高齢化の一層の進展とともに後期高齢者とい

われる 75歳以上の人口が増加している．それに伴って，

身体的な理由で自動車が運転できなくなったり，従来は

徒歩でアクセスできたバス停までの移動が困難になるな

ど，外出困難な高齢者が増加している．特に公共交通の

不便な地域では問題が深刻化しており，自治体内のあち

こちで公共交通サービスの提供が求められる場合が尐な

くない． 

 このような問題に対し，自治体が主体となって公共交

通計画を策定する際，利用者数や採算性などを評価指標

として，公共交通の要否や公共交通サービス水準を計画

するケースが散見される．その結果，利用者数の多寡に

応じて便数が設定され，路線や地域によっては 1日1～2

往復しか運行されなかったり，路線間で採算性を比較し，

採算性の低い路線は減便されるなど，利用者にとって必

要とされる公共交通サービスが十分に提供されない事態

生じている．最近は，地域公共交通総合連携計画が各地

で策定されるようになり，路線ごとの収支率や 1路線当

たり（あるいは利用者 1人当たり）の補助限度額などの

指標を用いて路線間の公平性を評価する事例 1）～3）が見

られるが，これらは「事業評価の指標」を用いて公平性

を評価するものである． 

 このように，公共交通計画の策定に当たって事業者側

の視点に基づき評価されることの背景として，筆者らは

「計画評価の指標」が整備されていないことがあると考

えている．喜多 4)が国際交通安全学会で論じたように，

計画評価のためには，住民が日常生活で必要とする活動

機会に目を向け，それが公共交通の利用によってどの程

度確保されるか（これを，活動機会の保障水準と呼ぶ）

という指標が必要であると考える． 

 こうした認識のもとで，本研究では地方部などの公共

交通需要の尐ない地域に着目し，活動機会の保障水準を

公平にするという考え方に基づく計画評価の指標を提案

する．さらにその指標が地域の公共交通計画に適用可能

なことを，地区間の公平性を考慮したバスダイヤの評価

事例を通じて実証的に示す． 

 なお，公共交通計画では，便数の設定も重要な要素の

一つである．しかし，同じ便数であってもダイヤの設定

によって保障される活動機会が大きく異なる．また，便

数は運行にかかる費用と負担（運賃の水準や自治体の支

出する補助金の額など）のバランスによって定められる

が，ダイヤは住民の活動と密接な関係がある．このよう

なことから，本研究では便数は所与とし，活動機会の公

平性を表す指標やバスダイヤの設定について論じる． 

 また，公共交通計画には，ダイヤの設定のみならず，
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路線計画や使用する車両の計画なども含まれる．本稿で

はバスダイヤを中心に論じているが，路線計画等への拡

張も可能であり，その点については考察の項で述べる． 

 本稿の構成は次のとおりである．2.では提案する指標

で用いるいくつかの概念を既往研究とともに紹介し，3.

では活動機会の保障水準を均等化する指標を提案する．4．

ではその指標を用いてバスダイヤを設定する方法を示し，

5.ではケーススタディを行い，提案した指標や方法が実

際の計画に適用可能なことを示す．6.はまとめである． 

 

 

2. 研究の経緯とアクセシビリティ指標 

 

2.1. 既往研究の概要 

 従来より，路線バスを対象とした計画論や計画手法に

関する研究は数多く行われており，そのテーマは多岐に

わたる．本研究で着目する需要の尐ない地域におけるバ

ス運行計画に関する既往研究を見ると，人口などに基づ

き 1日のバス利用者数や便数を決定する手法を体系化す

るなど，過疎地域における計画手法をシステム化した研

究 5)が行われているほか，不規則に発生する尐量の需要

に対しデマンド型の乗合交通機関を効率よく運行する方

法に関する研究 6),7)などが見られる．しかし，活動機会の

保障や活動機会を公平にするという観点からバスサービ

スのあり方について研究した事例や，定時定路線型のバ

スダイヤの設定方法に関する研究事例はまだ尐ない． 

 喜多 8)は，地域公共交通計画を策定する際の公平性の

概念を 3通り示している．一つは行政投資を均等化する

（各地区の投資額を同一にする）ことによって公平性が

担保されるという考えであり，二つめはサービス特性の

均等化（バスの便数等の均等化），三つめは活動機会の均

等化（生活を営むための機会の均等化）である．このう

ち，最低限の活動機会を保障するという観点から，公共

交通計画は活動機会の均等化に依拠するのが良いと述べ

ている． 

 活動機会を保障することを計画に反映するにはダイヤ

の設定が重要である．それを決定する方法として谷本・

宮崎 9)は活動の時間帯分布（目的地に到着する時刻と目

的地から自宅に帰宅を始める時刻）からバスの運行本数

を計画する手法を提案している．岸野・喜多 10)はその考

え方に加え、運行効率や採算性を考慮したバスダイヤの

設定法について提案している．そこでは、活動の時間帯

分布が与えられたとき、自宅発着と同じ時間帯にバスが

運行されていればその活動は保障されると考え、活動が

保障される人数が最大になるバスダイヤの設定法を示し

ている． 

 また，谷本・牧・喜多 11)は，地方部の公共交通計画に

資するため，公共交通が個人に課す時空間的な制約のも

とで，1 日における個人の実行可能な時間配分がどれだ

け多様であるかを評価するアクセシビリティ指標を提案

している．そこでは，既存のアクセシビリティ指標に関

する精細なレビューが行われ，アクセシビリティ指標を

「交通基盤に基づく指標」「累積機会に基づく指標」「効

用に基づく指標」「時空間プリズムに基づく指標」に分類

している．その上で，路線やダイヤが固定される公共交

通の計画に用いるには既存の指標には限界があることを

指摘し，時空間制約を考慮し得る新たなアクセシビリテ

ィ指標を提案している． 

 

2.2. アクセシビリティ指標 

 ところで、谷本・宮崎 9)の方法や岸野・喜多 10)の方法

では、バスの運行される時間帯以外の活動は，バスを利

用できないとしている．例えば，10時台に自宅を出発す

る活動は，10時に自宅最寄りバス停を出発するバスは利

用できるが，9時発のバスしかない場合は，出発時刻を 1

時間早めてそのバスを利用するとはない．これは，利用

者の多い時間帯にバスを走らせることにより，活動が保

障される人数を最大化しようという考えによるものであ

る．しかし，この方法では，外出時間を調整して活動機

会を充足するという行動は反映されておらず，活動機会

の保障水準を最大化することにはなっていない． 

 そこで、本研究では，活動機会の保障水準を測る指標

の一つとして，谷本・牧・喜多 11)の提案したアクセシビ

リティ指標を援用する．  

 そこでは，時空間プリズムにおける任意の時空間パス

を時間配分に読み替え，個人のアクセシビリティを時間

配分の多様性によって表している．すなわち，公共交通

を利用して活動を行うことを想定し，1 日の時間が在宅

時間，移動時間，活動時間，公共交通の待ち時間で構成

されるとしたとき，実行可能な時間配分がどれだけ多様

であるかを表したものをアクセシビリティとして定義付

けている． 

 公共交通のダイヤが所与の場合，ダイヤによって自宅

を出発する時刻と帰宅する時刻が決まり，在宅時間が固

定されるため，アクセシビリティは活動時間と移動時間，

待ち時間の時間配分の多様性として定義される．その際，

ダイヤの組合せによって実行可能な活動パターンが何通

りか設定される（例えば，出掛けるためのバスが午前中

に2便，帰宅のためのバスが午後に 2便あれば活動パタ

ーンは 4通りの組合せがある）．これらのことから，公共

交通を用いて実行可能な個人の活動パターンを a，活動

と移動に充てることのできる自由時間をTa ，活動のため

の往復の移動時間をMとしたとき，外出先での活動回数

が n 回の場合の個人のアクセシビリティ An が定式化さ

れている． 1n の場合，アクセシビリティ A1 は式(1)

で表される． 
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 (1) 

 

ただし，β, γはパラメータである． 

 式(1)の右辺の第1項は外出時間が長くなることによっ

て生じる疲労によるアクセシビリティの低下を表し，第

2 項は活動機会が充足されることによるアクセシビリテ

ィの増加を表している． 

 

2.3. 地区におけるアクセシビリティ値 

 式(1)で示したアクセシビリティ指標は，個人を対象と

したものであり，活動機会の多様性を表すという考えに

依拠している． 

 岸野・喜多・寺住 12)は個人を対象とした式(1)の考え方

を踏まえて，活動時間帯の分布とバスダイヤが与えられ

たとき，地区における活動機会の保障水準を表す指標を

設定した． 

 ある地区における日常生活に必要な活動について、自

宅を出発する時間帯と帰宅する時間帯の関係を表す活動

時間帯の分布表をTable 1のように作成している。この表

では、時間帯 t i に自宅を出発し，時間帯 t jに帰宅すると

いう活動を行う人の比率が Pijであることを表している．

ただし，Σ i Σ j P i j = 1である． 

 活動時間帯の分布表は，バスダイヤなど公共交通サー

ビスが反映されると，その制約を受け，本来の活動機会

を表すことができない．そのため，利用時間帯やダイヤ

の制約がない自家用車を利用した場合の活動時間帯の分

布を用いることが一法である．また，谷本・喜多 13)は，

便数が限定されるバスを利用して生活している人に対し

バスサービスの改善について尋ねたところ，「いつもバス

に合わせて行動しているので自分にとって一番よい活動

は良く分からない」との回答があったという調査事例を

示している．これは，活動時間帯の決定にはダイヤが限

定される公共交通も含めて判断されているとも解釈され，

活動時間帯の分布表を作成する際には，全ての交通手段

を対象とするのも妥当な方法であると考えられる． 

 なお，自宅出発時刻および帰宅時刻 t i ,t jは，一定の幅

を持った時間帯として設定している．時間帯の卖位の設

定は任意であるが，実態調査に基づき活動時間帯の分布

表を作成する場合は，1時間や30分を卖位とするのが適

切である． 

 さて，岸野・喜多・寺住 12)は，Table 1の活動時間帯の

分布に対し，式(1)のアクセシビリティ指標に次のような

要素を加えることによって，「個人」ではなく「地区」の

活動機会の保障水準を表す指標としてアクセシビリティ

値を設定している． 

a.活動パターンの限定 

 式(1)では，個人にとって実行可能な活動パターン aに 

Table 1 活動時間帯の分布表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対する個人のアクセシビリティを，全ての活動パターン

ついて足し上げる構造となっている．これに対し，岸野・

喜多・寺住 12)は，各個人の活動パターンは簡卖のため 1

通りであると仮定しており，活動パターンは Table 1 に

示された 1通りに限定されるとしている． 

 なお，この仮定は容易に緩和し得る．すなわち，活動

パターンが 2つ以上の場合は，活動パターンのそれぞれ

についてアクセシビリティを計算し，それらを合算すれ

ばよい． 

b.移動と活動に充てることのできる自由時間の設定 

 式(1)の Ta は，個人のある活動パターン a に対して移

動と活動に充てることの時間と定義しているが，活動パ

ターンがTable 1の１通りであると仮定すると，移動と活

動に充てることのできる自由時間 Tij は自宅出発時刻 t i

から帰宅時刻 t jまでの時間に等しくなる．そこで式(1)の

Taのうち，活動機会の充足によるアクセシビリティ増加

を表す右辺第 2 項の Taについて，式(2)で表される Tijで

置き換えている． 

 (2) 

 

c.バスダイヤの反映 

 岸野・喜多・寺住 12)は，地区の住民は都市の中心部に

行くことで日常生活に必要な活動機会が得られるものと

し，地区と都市の中心部を結ぶバスが 1 日当たり往路K

便，復路L便運行されている状況を想定している． 

 そのとき，地区から中心部に向かう往路のバスの出発

時刻をdk (k = 1,…,K ) ，地区に帰着する復路のバスの到

着時刻を al (l = 1, …, L ) で表している． 

 時間帯 t iに自宅を出発し，時間帯 t jに帰宅する活動に

ついては，t i dk と t j al を同時に満たすバスがあれば

活動が保障されるとし，いずれか一方の条件を満たさな

い場合は活動できないとしている． 

d.活動時間のバスダイヤへの調整の反映 

 岸野・喜多・寺住 12)は，地区の住民が希望する活動時

間帯とバスダイヤの関係について，希望する出発時刻に

バスがない場合は，希望時刻よりも早く出発するバスを
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利用するように行動を調整し，希望する到着時刻にバス

がない場合は，希望時刻よりも後に到着するバスを利用

するように行動を調整するとしている． 

 その結果，外出時間が長くなることになるが，外出時

間に応じた疲労を表す式(1)の右辺第1項において，Ta を 

al dk に置き換えている． 

 a.～d.の点を反映させることにより，岸野・喜多・寺住
12)は，地区のアクセシビリティ値を式(3)のように表して

いる． 

 

 (3) 

 

ただし、 ki dt  と lj at  を満たす kd ， la がないとき， 

 

 (4) 

 

 本研究では，式(3)のAを「地区のアクセシビリティ値」

または卖に「アクセシビリティ値」と称する． 

 なお，式(1)で表される谷本らのアクセシビリティ指標

は，個人を対象に活動機会の多様性を表す指標として定

義づけられている．一方，式(3)で表される地区のアクセ

シビリティ値は地区を対象としていることや活動機会を

限定していることから，式(1)とは性質の異なる指標であ

ることを付言する． 

 また，式(3)の導出過程の詳細は文献 12)を参照されたい． 

 

 

3. 活動機会の公平性を表す計画指標の提案 

 

3.1. 活動機会の公平性とアクセシビリティ値 

 地区のアクセシビリティ値を定義づけることにより，

活動機会の保障水準を示すことができた．これにより，

活動時間帯の分布表とバス路線・バスダイヤの代替案が

与えられたとき，アクセシビリティ値を比較することに

より，その地区において活動機会の保障水準が最も高く

なるバス路線やバスダイヤを選ぶことができる．あるい

は，アクセシビリティ値が最も高くなるバスダイヤを設

定することも可能である． 

 次に，アクセシビリティを用いて地区間の活動機会の

公平性を表すことについて考える．一例をあげると，活

動時間帯の分布とバスダイヤは同じであるが，活動機会

が獲得できる都市の中心部までの距離と所要時間が異な

る 2つの地区を想定する．同じ活動時間帯の分布に対し

て同じ時刻にバスを利用できる訳であるから，活動機会

の保障水準は同じと考えられる．しかし，地区のアクセ

シビリティ値は中心部から遠い地区の方が小さくなる．

当然ではあるが，地区のアクセシビリティ値は移動時間

が長くなると値が小さくなる（式(3)の移動時間Mが大き

くなればアクセシビリティ値は小さくなる）からである． 

 地区間の公平性をどのように捉えるかには，様々な考

えがあり得る．目的地までの所要時間の格差を尐なくす

ることを重視する立場では，アクセシビリティ値の均等

化を図ることが公平であると考えられよう． 

 谷本・喜多 14)は，過疎地域の路線バスサービス水準を

検討する際，活動機会の豊かさをモデル化するとともに，

自分の移動する時刻を自由に決めることのできる自家用

車の利用者の活動機会の豊かさと，バスサービスによっ

て保障される活動機会の豊かさの差を各地区で均等にす

るようにバスの運行本数を決めることを提案している． 

 本研究では，この考え方を参考として，自分の移動時

刻を自由に決められる状態，すなわち自家用車を利用し

て活動を行う場合をアクセシビリティが最大であると考

え，それへの到達率をもって活動機会の保障水準の公平

性を表すと考える． 

 なお，活動機会の保障水準を高めるためには，3 つの

方法があると考える．一つは，活動機会の獲得地点まで

の公共交通サービスを改善することである．二つ目は，

移動販売のように，活動機会の獲得地点が利用者の方に

出向くことである．もう一つは，活動機会の獲得地点の

近くに居住するなど，土地利用を変えることである．本

研究は，一つ目の方法について検討するものである． 

 

3.2. アクセシビリティ充足度 

 

(1) アクセシビリティ充足度の概念 

 このような問題認識に基づき，本研究では，バスの便

数とダイヤが与えられたときのアクセシビリティ値Aが，

各地区で想定されるアクセシビリティ値の最大値に対し

てどの程度の比率になるかという指標を設定した．本研

究では，これを「アクセシビリティ充足度」と呼ぶこと

にする． 

 

(2) 想定されるアクセシビリティ値の最大値 

 各地区で想定されるアクセシビリティ値の最大値とは，

自動車を利用して外出するときのように，活動を希望す

る時刻にはいつでも活動が可能な状態におけるアクセシ

ビリティ値である．バスを利用して活動を行う場合につ

いて考えると，Table 1 に示す活動時間帯の分布に対する

アクセシビリティ値の最大値は，時間帯 t iに自宅を出発

し時間帯 t jに帰宅する活動は時刻 t iに出発するバスと時

刻 t jに到着するバスを必ず利用することができ，待ち時

間は発生しないという状態のアクセシビリティ値と考え

られる． 

 これは，活動時間帯の分布表の出発時間帯が I 個に，

到着時間帯が J個に区切られている場合，式(3)において



社会技術研究論文集 Vol.7, 152-161, Mar. 2010 

156 

 
  





i j

ij

Mtt
tt

Pe
e

A ij

ij





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As 

自宅出発時間帯 t1,t2,…,tIが往路のバスダイヤd1,d2,…,dIと

一致し，帰宅時間帯 t1,t2,…,tJ が復路のバスダイヤ a1,a2,

…,aJと一致することを意味する．これらを式(3)にあては

めると，アクセシビリティ値の最大値Amaxは式(5)のよう

に表される． 

 

 (5) 

 

 

(3) アクセシビリティ充足度 

 こうして得られたアクセシビリティの最大値Amaxに対

する所与のバス便数とバスダイヤの下でのアクセシビリ

ティ値の比率をアクセシビリティ充足度Asとする．すな

わち，Asは次のように表される． 

 

 (6) 

 

 アクセシビリティ充足度は，各地区で考えられる最も

高い活動機会の水準に対し，所与のバス便数のもとでど

の程度の活動機会が得られるかという比率を示すもので

あり，各地区の活動機会の保障水準を同じ尺度で示す指

標である．本研究では，アクセシビリティ充足度を各地

区の活動機会の保障水準の公平性を評価できる指標と考

える． 

 

 

4. アクセシビリティ値を最大にするバスダイヤの

設定法 

 

4.1. 従来の方法 

 

(1) 経験等に基づく方法 

 2.1に示したように，需要の尐ない地域において，定時

定路線型のバスダイヤを設定する研究事例は尐ない．  

 国土交通省の調査 15)によると，地方部のバスの便数や

ダイヤは，採算性や効率性（車両の効率的な運用），自治

体や住民の要望，他の交通機関との接続などを判断材料

としてバス事業者が決定しているという結果が示されて

いる．このようにバスダイヤは事業者や自治体が経験等

に基づいて決定しているのが現状である． 

 

(2) 岸野・喜多の方法 

 岸野・喜多 10)は，Table 1に示す活動時間帯の分布表に

基づき，次のような方法でバスダイヤと便数を定めるこ

とを提案している． 

 そこでは，時間帯 tiに自宅を出発し tjに帰宅する活動

は，往路のバスが tiに地区を出発し，かつ復路のバスが

tjに地区に到着すれば保障されるという考え方のもとで，

できるだけ多くの活動機会が保障されるよう，1 便ずつ

地区の出発時刻，地区への到着時刻を設定しながらバス

を増やしていく． 

 いま，k 番目に設定されるバスの地区の出発時刻と地

区への到着時刻の組合せを（ti
k,tj

k）で表し，これを k 便

目のダイヤと称す． 

 まず，1 便目のダイヤ（ti
1,tj

1）について考える．1 便

目は，できるだけ多くの活動機会が保障されるようにダ

イヤを設定するという考えに基づき，時間帯 ti に自宅を

出発しtjに帰宅する人の比率Pi jが最大となる時間帯に運

行する．すなわち， 

(7) 

 

となるように1便目のダイヤを設定する． 

 次に，1 便追加することによってできるだけ多くの人

の活動機会が保障されるように 2便目以降のダイヤを設

定する．いま，1～k便目のダイヤが既に定められている

とし，k+1 便目のダイヤを追加設定することについて考

える．1～k便目までの運行により，これら k便のダイヤ

の組合せによって ti
1, ti

2
,…, ti

kのいずれかの時間帯に自宅

を出発し tj
1, tj

2
,…, tj

kのいずれかの時間帯に帰宅する人の

活動が保障されている．そこに k+1便目を追加すること

によって保障される活動機会の増分ΔPk+1 は式(8)で表さ

れる． 

 

(8) 

 

ここでP k lは，地区を ti
kに出発するバスと地区に tj

lに到

着するバスによって活動機会が保障される人数の比率で

ある． 

 k+1便目のバスダイヤ（ti
k+1,tj

k+1）は，活動機会の増分

ΔPk+1を最大化する tiと tjを求めることで得られ，式(9)

のように書ける． 

 

 

 

 

 

(9) 

 

 

 便の追加は，あらかじめ定めておいたΔPk+1 の下限値

を下回るまで行う．ΔPk+1 の下限値の決定にはいくつか

の考え方があり，詳しくは岸野・喜多 10)を参照されたい． 

 

4.2. アクセシビリティ値最大となるバスダイヤの設定 

 このような従来の方法に対し，本研究では活動時間帯

の分布表に対し，アクセシビリティが最大となるバスダ
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イヤを設定する．すなわち，式(3)のアクセシビリティ値

が最大となるバスのダイヤを求めるものである． 

 活動時間帯の分布Pi jが既知であり，バスの便数が往路

K便，復路L便と与えられたとき，式(3)はバスダイヤdk

とalの関数となり，アクセシビリティ値が最大となるバ

スダイヤの設定は，式(10)のように表される． 

 なお，ここでは往路の待ち時間と復路の待ち時間に対

する不効用は同じであると仮定している．実際には，そ

れらは地域や個人，時間帯によって様々であると考えら

れるが，一概には言えないので同じと仮定した． 

 

 

 

 (10) 

 

ただし，  **

1

**

1 , LK aadd  はアクセシビリティ値が

最大になる出発・到着ダイヤの組合せであり， 

 Mttz ij   である． 

 また，式(10)で得られるバスダイヤの組合せによる地

区のアクセシビリティ値，すなわち所与の便数（往路 K

便，復路L便）のもとで最大となる地区のアクセシビリ

ティ値をArとすると，Ar は式(11)のように書ける． 

 

 (11) 

 

ただし，dk
*と al

*は時間帯 t i に自宅を出発し時間帯 t jに帰

宅する活動がそれぞれ利用するバスの出発，到着時刻で

ある． 

 

4.3. 活動機会の公平性を考慮したバスダイヤの調整 

 式(10)は，一つの路線および一つの地区を対象として

アクセシビリティを最大化するバスダイヤの設定法を示

すものである．これに対し，3.2に示したアクセシビリテ

ィ充足度を用いることにより，複数の地区間で活動機会

の公平性を考慮したダイヤの設定が可能となる． 

 いま，N個の地区があり，ある地区n（n=1,2,…,N）に

おけるアクセシビリティの最大値をAmax
n，所与のバス便

数のもとでアクセシビリティ値が最大となるダイヤに対

する地区のアクセシビリティを Ar
n,とすると，地区 n の

アクセシビリティ充足度As
nは式(12)で表される． 

 

(12) 

 

 アクセシビリティ充足度を用い，複数の地区間の便数

やダイヤを調整する方法はいくつか考えられ，計画の目

的や解決すべき問題の内容に応じて適宜検討すればよい． 

 例えば，2つの地区（地区1と地区 2）を通る 1つのバ

ス路線において．活動機会の保障水準が同程度になるよ

う，ダイヤを設定することを考える．便数は運行費用と

負担（運賃や自治体の補助金）の関係から往路K便，復

路 L 便と定められているとする．式(10)に基づき，与え

られた便数に対し各地区のアクセシビリティが最大にな

るダイヤを設定することにより，アクセシビリティ充足

度As
1とAs

2が得られる． 

 

(13) 

 

 これに対し，往路・復路の便数をK便，L便のまま，

As
1と As

2の差が最も小さくなるようダイヤを調整するこ

とにより，活動機会の公平性を考慮したバスダイヤが設

定される．すなわち，式(14)のように表される． 

 

(14) 

 

ただし， LK aadd   11 , は調整後のバスダイヤで

ある（地区 1と地区 2で共通である）． 

 この他に，どの地区においても最低限の活動機会を保

障することが課題であれば，アクセシビリティ充足度の

最低基準を設定し，それを下回る地区の便数やダイヤを

調整する方法なども考えられる．  

 

 

5. 公共交通計画への適用例（ケーススタディ） 

 

5.1. 検討対象地区の概要 

 ここでは，活動時間帯の分布が異なる2つの地区が存

在するバス路線を対象とし，提案したアクセシビリティ

指標を用いて地区間の活動機会の保障水準を均等化する

バスダイヤの設定についてケーススタディを行い，既往

の方法との比較などを通じて考察を行う． 

 対象路線は，近畿地方に位置する地方都市T市の中心

部から郊外の地区に向かう延長約 6kmの路線である．以

前は路線バスとして運行されていたが休止申し出がなさ

れ，現在は市町村有償運送として，定員 10名のワゴン車

を用いて 1日4往復運行されている． 

 中心部から川を隔てた東側が主な路線圏であるが，单

側の5つのバス停からなる地区 1と北側の 3つのバス停

からなる地区2に区分される． 

 

5.2. 活動機会の公平性を考慮したバスダイヤの設定 

 

（1）活動時間帯の分布 

 2007 年 12 月にT 市において実施された交通行動実態

n

n

rn

s
A

A
A

max



 
 

21

,
11

11

minarg, ss
aadd

LK AAaadd
LK








社会技術研究論文集 Vol.7, 152-161, Mar. 2010 

158 

Ｔ市中心部 

地区1 

地区2 

凡 例 

      対象路線 

   ●   停留所 

 

 

 

 

 

[地区1] （千分率）
帰宅時刻帯

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合計

7 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 5
8 0 0 9 28 26 1 4 0 1 0 69
9 0 14 58 23 4 4 0 1 0 102

10 0 140 72 5 0 3 1 0 221
11 0 227 0 3 0 3 0 233
12 0 2 2 7 6 2 20
13 0 74 45 8 6 133
14 0 60 27 15 103
15 0 85 0 85
16 0 31 31
17 0 0

合計 0 0 24 228 348 12 88 115 130 54 1,000

自
宅
出
発
時
刻
帯

[地区2] （千分率）
帰宅時刻帯

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合計
7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
8 0 0 18 42 36 0 1 6 1 0 104
9 0 32 63 30 15 0 3 1 0 145

10 0 140 188 24 13 0 12 0 377
11 0 42 8 16 0 0 0 65
12 0 0 0 2 7 0 9
13 0 54 33 0 0 87
14 0 31 5 67 104
15 0 66 0 66
16 0 30 30
17 0 0

合計 0 0 51 245 309 47 84 75 92 97 1,000

自
宅
出
発
時
刻
帯

調査データに基づき，地区 1，地区 2 の活動時間帯の分

布表を作成した．調査はアンケート調査票の配布・回収

方式で実施され，日常的な外出の外出目的や外出先，普

段利用する交通手段，目的別の外出頻度などを調査した．

検討対象地区では，路線圏の全世帯にアンケート調査票

を配布し， 285世帯688人から回答を得ている． 

 活動時間帯の分布表は，2.3 に示した考え方を踏まえ，

全ての交通手段を対象として作成した．また，対象地区

では，公共交通利用は買い物と通院目的にほぼ限られる

ことから，活動時間帯の分布表はそれら2つの目的のみ

を対象とした．その結果をTable 2に示す． 

 

(2) バスダイヤの設定 

a.前提条件 

 バスダイヤの設定に際し，次の点を前提条件とした． 

 運行は中心部→地区1→地区2→地区1→中心部という

往復運行とし，便宜的に地区2の停留所には正時（0分）

に到着し，直ちに折り返して出発することとした．回送

は設定せず，全て営業運転とした．これは，地方都市で

は都市の中心部に営業所があり，中心部を起点とした運

行となる場合が多いこと，自治体が運行委託する場合は

回送区間も運行費用に含まれる場合が多いことなどが理

由である． 

 また，本研究では便数を所与としているが，検討対象

地区では，自治体から「収入が運行経費の 25％以上とな

るよう 1日の便数を設定する」という考え方が示されて

おり，この考え方に従って便数を設定した．当該路線の

実績に当てはめて計算した結果，便数は6便となった． 

b.地区ごとのバスダイヤの設定 

 Table 2に示される地区 1，地区 2の活動時間帯の分布

表と1日の便数に対し，地区のアクセシビリティ値を最

大にするバスダイヤを求め，そのときのアクセシビリテ

ィ値Arを求めた． 

 ここでは，所与の便数に対して考えられる全ての出発

時刻－到着時刻の組合せに対するアクセシビリティ値を

計算し，アクセシビリティ値が最大となるバスダイヤを

求めるという，総当たり法を用いた． 

 なお，アクセシビリティ値の計算に用いるパラメータ

の値は，文献 11)よりβ＝0.188，γ＝1.814 とし，所要時

間は実際の運行時間に合わせ地区 1～中心部は 8 分，地

区2～中心部は 15分とした． 

 

（3）アクセシビリティ充足度によるダイヤの比較 

 次に，地区 1，地区 2 におけるアクセシビリティ値の

最大値Amaxを求め，設定したバスダイヤに対するアクセ

シビリティ充足度Asを計算した． 

 アクセシビリティ値の最大値Amaxは，活動時間帯の分

布表を 1時間卖位で作成していることから，毎時 1便の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 検討対象地区の概要 

Table 2 検討対象地区の活動時間帯の分布表 
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地区 地区1 地区2

8:00 8:00

10:00 10:00

11:00 11:00

13:00 13:00

15:00 15:00

18:00 18:00

A 0.250 0.232

A s 0.859 0.848

A max 0.290 0.274

バ
ス
ダ
イ
ヤ

地区 地区1 地区2

便数 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

9:00 9:00

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00 12:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

14:00

15:00 15:00

16:00 16:00 16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

A r 0.117 0.187 0.217 0.235 0.250 0.261 0.113 0.173 0.207 0.227 0.241 0.249

A s 0.402 0.643 0.747 0.810 0.859 0.900 0.413 0.633 0.758 0.831 0.881 0.909

A max 0.290 0.274

バ
ス
ダ
イ
ヤ

Table 3 バスダイヤの設定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：ダイヤは地区 2 の始発バス停を出発する時刻である． 

 

バスを運行する場合のアクセシビリティ値とした． 

 以上のプロセスを経て得られたバスダイヤとアクセシ

ビリティ値，アクセシビリティ充足度などをTable 3に示

す．所与の便数は 6便であるが，参考のため 2～7便の場

合の計算結果を合わせて示している． 

 設定されたダイヤに対するアクセシビリティ値 Ar は

地区 1 が 0.250，地区 2 が 0.241 で地区 1 の方が大きい．

しかし，中心部に近い地区1はアクセシビリティの最大

値Amaxも大きく，Amaxに対するArの比であるアクセシビ

リティ充足度 Asは地区 1 が 0.859 であるのに対し地区 2

は0.881であり，逆に地区2の方が大きい．  

 

（4）活動機会の公平性からみたダイヤの調整 

 そこで，Table 3 のダイヤ設定結果に対し，活動機会の

保障水準の公平性の観点から，アクセシビリティ充足度

が均等になるダイヤを検討する． 

 Table 3では，1日の便数 6便のうち，4便が地区 1・地

区2で同じ時刻に設定され，各 2便が異なる結果となっ

た．地区 2～地区 1 の所要時間はたかだか 7 分であり，

同時刻の便は1便で両方の地区の活動機会を保障できる

と考えられるので，便数は合計 8便となる．これは所与

の便数 6便に対して 2便の超過である．そこで，アクセ

シビリティ充足度の差が最も小さくなるよう，2 便につ

いてダイヤを調整した結果がTable 4である．これによる

と，地区1と地区2の各1便のダイヤが調整されている． 

 ダイヤの調整前に比べ，両地区ともにアクセシビリテ

ィ充足度の値は小さくなったが，その差は 0.022 から

0.011に縮小しており，これが活動機会の公平性を考慮し

たバスダイヤの設定結果となる． 

Table 4 アクセシビリティ充足度を均等化したバスダイヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：太枠・太字はダイヤを調整した便である． 

 

 なお，本研究では，地区間のアクセシビリティの格差

を小さくすることが公平であるという考えに基づき，ダ

イヤの調整を行ったが，各地区のアクセシビリティを高

めるという考え方もあろう．各地区のアクセシビリティ

を高めるには，各地区の活動機会に応じたダイヤの設定

が必要となり，便数とともに運行費用も増え，運賃や補

助金の負担増にもつながる．しかし，そのどちらを採る

かは利用者や住民の選択の問題であると考えている． 

  

5.3. 従来法との比較 

 筆者らはこれまで，自治体が補助金を支出して公共交

通を維持する必要のある地域を対象に，住民の活動機会
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地区1 地区2

本研究 従来法 本研究 従来法

8:00 8:00

9:00

10:00 10:00 10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00 12:00

13:00 13:00 13:00 13:00

14:00

15:00 15:00

16:00

17:00

18:00 18:00 18:00

A r ,A 0.250 0.219 0.241 0.217

A s 0.859 0.754 0.881 0.793

A max 0.290 0.274

バ
ス
ダ
イ
ヤ

を保障するという考え方のもとでバスダイヤを設定する

方法（ここでは，従来法という）を提案してきた．10)そ

の内容は4.1(2)に示したとおりである．従来法に基づき，

Table 2 で与えられた活動時間帯の分布表に対するバス

ダイヤを設定すると，Table 5 に示す結果が得られた． 

 従来法では，活動機会を保障する人数を最大化するよ

うにダイヤが設定されるため，活動が多い 10 時頃から

14時頃にかけてバスダイヤが集中的に設定される．その

結果，地区 1では10時以前，地区2では14時以降にバ

スが運行されないなど，活動機会が保障されない時間帯

が生じる．そのため，アクセシビリティ値やアクセシビ

リティ充足度は，本研究の結果と比べて小さい値となる． 

 一方，アクセシビリティ充足度の均等化に基づいて設

定した本研究のダイヤは，8時，18時という時間帯にも

便が設定され，幅広い時間帯でバスサービスを享受でき

るダイヤになっており，その結果，アクセシビリティ充

足度は高くなっている．しかし，活動人数の多い時間帯

（10時～12時台）の便数が従来法より尐ない場合もあり，

従来法に比べて，出発時刻や帰宅時刻を調整したり，待

ち時間が長くなるケースが生じていることに留意する必

要がある． 

 

 

6. まとめと今後の課題 

 

 本研究では，過疎地域など公共交通の利用者が尐ない

地域において，自治体が補助金を支出して公共交通サー

ビスを提供する場合を想定し，谷本・牧・喜多の開発し

たアクセシビリティ指標を参考に，活動機会の保障水準

の公平性を考慮した計画指標を提案した．また，ケース

スタディを通じ，2 つの地区間の公平性を考慮したバス

ダイヤの設定方法を具体的に示し，提案した計画指標の

公共交通計画への適用可能性について検証した． 

 さらに，ケーススタディの結果から，提案した計画指

標を用いることにより，従来の方法に比べ活動機会の保

障水準を向上するバスダイヤが設定できることなどを具

体的に示すことができた． 

 本研究では，アクセシビリティ値ではなく，アクセシ

ビリティ充足度を活動機会の保障水準の公平性を表す計

画指標であると考えた．これは，自らの移動時刻を自由

に決められる状態，すなわち自家用車を利用して活動を

行う場合をアクセシビリティが最大であると考え，それ

への到達率をもって活動機会の保障水準の公平性を表す

との考えによる．なお，公平性の考え方には様々な立場

があり，本研究はその一つの考え方を示したものである． 

 本研究で提案した地区のアクセシビリティ値は，地区

における活動機会の得やすさを表す指標であり，所要時

間をはじめ，外出時間や待ち時間に伴う疲労などを反映 

Table 5 従来法との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した指標となっている．現時点では未対応であるが，居

住地からバス停までの移動時間やバス停アクセスに対す

る疲労などが反映できれば，指標がより精緻になる． 

 また，移動時間などに対する抵抗や疲労は，個人属性

によって異なることが容易に想像される．高齢者は歩行

に対する抵抗や疲労が若年層に比べて大きいため，高齢

者の多い地区などでは地区のアクセシビリティ値が低く

なると考えられる．このため，個人属性や地区住民の属

性構成をアクセシビリティ値に反映させることも意義が

ある． 

 これらの点が改良できれば，高齢者を対象とした施策

の評価も可能になる．例えば，自宅からバス停に至る地

形や距離が活動機会に及ぼす影響を計画指標に反映させ

ることができる．また，車両の乗降が高齢者に及ぼす影

響をアクセシビリティ値に組み込むことができれば，ノ

ンステップバスの導入による移動機会の向上を計画指標

に反映させることができる． 

 本稿では，バスダイヤの設定を中心に計画への適用可

能性などについて述べたが，本研究で示した手法はバス

ダイヤの設定のみならず，その他の計画課題に適用可能

である．例えば，路線の延伸やルート変更といった路線

計画に対しては，活動時間帯の分布表や所要時間を更新

して，地区のアクセシビリティ指標に反映させたり，新

たな地区のデータとして追加することによって対応可能

である． 

 今後は，記した課題について，さらに研究を進めたい． 
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While the profit of bus services has been worse, the local government provides the public transport service, which 

is indispensable to the citizens life.  It is important to think about fairness when the local government plans the 

public transport planning.  But, the index of scheme assessment that can reflect fairness is very few.  In this 

research, we made the index that evaluates the public transport plan from the aspect of fairness at the activity 

opportunity.  Moreover, we executed the case study, and we show the technique for setting the timetable of bus in 

rural area by using the index. 
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